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議案第６号 

白岡市手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 白岡市手数料条例（平成１２年白岡町条例第１１号）の一部を次  

 のように改正する。 

  別表第５９号中「第４条第３項第２号」を「第１３条第３項第２号」  

 に、「設計一次エネルギー消費量」を「誘導設計一次エネルギー消費量 

 」に、「ｂ、イ（イ）並びに第６３号ア（イ）、イ（イ）及びウ（イ）」を「ｂ及びイ（イ） 

 」に改め、同表第６３号ア（イ）ａ中「床面積」の次に「（建築物エネルギ 

 ー消費性能基準等を定める省令第４条第３項第２号の規定により設計一  

 次エネルギー消費量を算出した建築物については、共用部分の床面積を  

 除く。ｂ、イ（イ）及びウ（イ）において同じ。）」を加える。 

第２条 白岡市手数料条例の一部を次のように改正する。  

  第５条第３項中「別表第１１号から第１４号まで」を「別表第１３号  

 から第１６号まで」に改める。 

  別表第１号中「第１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１項 

 」を加え、「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事 

 項の全部若しくは一部を証明した書面」を「戸籍証明書」に改める。 

  別表中第３号から第６号までを次のように改める。 

⑶ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく戸 

 籍電子証明書提供用識別符号の発行（情報通信技 

 術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１ 

 ４年法律第１５１号）第７条第１項の規定により 

 同法第６条第１項に規定する電子情報処理組織を 

 使用する方法（総務省令で定めるものに限る。以 

 下この項において同じ。）により戸籍電子証明書 

 提供用識別符号の発行を行う場合（当該発行に係 

 る戸籍電子証明書の請求が同条第１項の規定によ 

 り同項に規定する電子情報処理組織を使用する方 

 法により行われた場合に限る。）における当該発 

戸籍電子証明書 

提供用識別符号 

１件につき ４ 

００円 
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 行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係 

 る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸 

 籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明 

 する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請 

 求を行う場合における当該発行を除く。） 

⑷ 戸籍法第１２条の２において準用する同法第１ 

 ０条第１項若しくは第１０条の２第１項から第５ 

 項までの規定若しくは同法第１２６条の規定に基 

 づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は 

 同法第１２０条第１項、第１２０条の２第１項若 

 しくは第１２６条の規定に基づく除籍証明書の交 

 付 

１通につき ７ 

５０円 

⑸ 戸籍法第１２条の２において準用する同法第１ 

 ０条第１項若しくは第１０条の２第１項から第５ 

 項までの規定又は同法第１２６条の規定に基づく 

 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交 

 付 

証明事項１件に 

つき ４５０円 

⑹ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく除 

 籍電子証明書提供用識別符号の発行（情報通信技 

 術を活用した行政の推進等に関する法律第７条第 

 １項の規定により同法第６条第１項に規定する電 

 子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証 

 明書提供用識別符号の発行を行う場合（当該発行 

 に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により 

 同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法  

 により行われた場合に限る。）における当該発行 

 及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る  

 除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍 

 電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明す 

除籍電子証明書 

提供用識別符号 

１件につき ７ 

００円 
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 る除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明  

 書の請求を行う場合における当該発行を除く。） 

  別表中第８２号を第８４号とし、第６３号から第８１号までを２号ず 

 つ繰り下げ、同表第６２号中「第２８号」を「第３０号」に、「第６０  

 号のア」を「第６２号ア」に改め、同号を同表第６４号とし、同表第６ 

 １号中「第５９号」を「第６１号」に改め、同号を同表第６３号とし、  

 同表第６０号中「第２８号」を「第３０号」に改め、同号を同表第６２ 

 号とし、第５９号を第６１号とし、第５８号を第６０号とし、第５７号 

 を第５９号とし、同表第５６号中「第２８号」を「第３０号」に、「第  

 ５４号ア」を「第５６号ア」に改め、同号を同表第５８号とし、同表第 

 ５５号中「第５３号」を「第５５号」に改め、同号を同表第５７号とし  

 、同表第５４号中「第２８号」を「第３０号」に改め、同号を同表第５ 

 ６号とし、第５３号を第５５号とし、第５２号を第５４号とし、第５１  

 号を第５３号とし、同表第５０号中「第２８号」を「第３０号」に、「 

 「第４８号ア」を「第５０号ア」に改め、同号を同表第５２号とし、同 

 表第４９号中「第４７号ア (ア)」を「第４９号ア (ア)」に改め、同号を同表 

 第５１号とし、同表第４８号中「第２８号」を「第３０号」に改め、同 

 号を同表第５０号とし、第７号から第４７号までを２号ずつ繰り下げ、  

 第６号の次に次の２号を加える。 

⑺ 戸籍法第４８条第１項（同法第１１７条におい 

 て準用する場合を含む。）の規定に基づく届出若 

 しくは申請の受理の証明書の交付、同法第４８条 

 第２項（同法第１１７条において準用する場合を 

 含む。）若しくは第１２６条の規定に基づく届書 

 その他市長の受理した書類に記載した事項の証明 

 書の交付又は同法第１２０条の６第１項の規定に 

 基づく届書等情報の内容の証明書の交付 

１通につき ３ 

５０円（婚姻、 

離婚、養子縁組 

、養子離縁又は 

認知の届出の受 

理について、請 

求により法務省 

令で定める様式 

による上質紙を 

用いる場合にあ 
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っては、１通に 

つき１，４００ 

円）      

⑻ 戸籍法第４８条第２項（同法第１１７条におい 

 て準用する場合を含む。）の規定に基づく届書そ 

 の他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は 

 同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等 

 情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務  

書類又は届書等 

情報の内容を表 

示したもの１件 

につき ３５０ 

円  

  別表備考第１号中「第８号及び第９号まで」を「第１０号及び第１１  

 号」に改める。 

第３条 白岡市手数料条例の一部を次のように改正する。  

  別表第５５号及び同表第５９号から第６５号までの規定中「建築物の 

 エネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費  

 性能の向上等に関する法律」に改め、同表第６６号中「建築物のエネル  

 ギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消  

 費性能の向上等に関する法律施行規則」に、「建築物のエネルギー消費 

 性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に  

 関する法律」に改める。 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和６年３月 

１日から、第３条の規定は同年４月１日から施行する。 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

白岡市長 藤井 栄一郎   

 

提 案 理 由 

 戸籍法の一部改正に伴う地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一  

部改正及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正  
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に伴い、本条例改正の必要を認め、この案を提出するものである。 


